
申告・記帳・決算
新規開業・法人設立
労働保険・一人親方
税金相談・法律相談

《相談は大宮民商へ》

全国商工新聞 第 3512 号 付録

☆班集金・個別集金ともに 15 日集金へのご協力をお願いします。☆相談・来所時は事前に電話予約してください。

〈世相〉インボイス制度についてテレビや新聞は全く報道しない。中身を知られ反対派が増えると自公政府が困るからだ。もはや新聞・テレビは『報道』ではなく政府の『広報』。
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 労働保険料（第１期）の
納付期限は６月30日です
※労働保険料は、所定の期限までに納付しないと労働局から
督促されます。その督促をうけ、それに指定された期限まで
にこれを納付しないと、法定期限の翌日からその完納の前日

までの日数により計算された延滞金を徴収されます（年 14.6％の率）。

《 予　定　表 》
 6/26（日） 埼商連共済会 総会
 6/27（月） 西支部総会
 7/ 3（日） 大宮民商 定期総会 19:00 ～
 7/12（火） 婦人部総会（大宮民商事務所）13:00 ～

大宮民商 共済会 第 34 回定期総会
と　き：2022年7月19日（火）19:00 ～ 21:00

ところ：みな家（大宮駅西口大栄橋交差点北側）

会　費：2,000 円

案　件：1. 活動報告　2．決算報告　3. 活動報告
　　　　4．収支予算　5. 役員選出
※飲食を伴うため、まん防発令の時は延期となります。

参加申込：7月11日（月）までに民商へご連絡ください

大宮民商 第56回定期総会
と　き：2022 年 7 月 3 日（日）9:10 開会
ところ：西部文化センター

　代議員に選出されて
いる会員さんは、ご出
席をお願いします。

７月10 日までに提出・納付です

源泉所得税の半期納付（1 ～ 6 月分）

　※源泉税がゼロの場合でも、税務署へ税額ゼロの納付書の提出が必要です。

７月 10 日までに提出です
社保・厚生年金の算定基礎届 
　社保・厚生年金をかけている事業所は、４・５・６月の 3 カ月
間に支給した給与・役員報酬を年金事務所に報告します。

書き方が分からない場合は民商にご相談ください。

予定納税の通知が来たら
　今年 3 月の確定申告で一定額以上の所得税が発生
した人には予定納税の納付書が届きます。
　1 ～ 6 月の事業状況から、年間所得が減少する見
込みの場合は『予定納税の減額申請』ができます。
申請期限は 7 月 15 日です。
　手持ちに余裕がある人は予定納税を納付してしま
い、来年 3 月の確定申告時に還付を受けましょう。
　予定納税を納付した額は確実に記録して、納
付書の控えは絶対に無くさないように保管して
ください。



代表者が代わる際の注意
　「先代の社長が急死して、一般社員だった息子が社長に就任」　ちょっと待って !!
　「5年以上の役員経験」を持たない息子さんは、建設業許可に必要な
要件の“経営業務の管理責任者”になれません！
　経営業務の管理責任者を用意できなければ、建設業許可が取り消しに
なります。次の代表予定者を役員にしておく等、事前の準備を！

民商青年部オリジナル

長ひやむぎ
〇 1 箱（50 束）…… 3,400 円（税込）

〇10 束パック………… 750 円（税込）

島原手延べそうめん
　１kg（20 束）入り 1,200 円
　２kg（40 束）入り 2,100 円

  ゴマそうめん（金ごま・黒ごま）
　１kg（18 束）入り 1,300 円
　　　　　　（全て税込）

民商共済会 新型コロナウイルス　PCR 検査で陽性になった方、

ホテル療養・自宅療養でも入院見舞金（1日 3,000 円）の請求ができます

　保健所や行政などが発行した、 期間が分かる証明書のコピーをご用意ください。 遡っての請求もできます。

詳しくは民商へお問い合わせください。

埼玉県の最低賃金
時間額956円（2021年10月1日から）
使用者も従業員も、今一度確認を。

満額納められない人は必ず保険料免
除・猶予の申請をしておきましょう。

2022 年度
国民年金保険料
月額 16,590 円

国民年金保険料は毎年 4 月に変更になります。

2021 年度は月額 16,610 円でした。

大宮民商 事務所で好評販売中！

　年 5日の有給休暇を取得させないと罰則が！
　2019 年 4 月 1 日から、全ての事業所は※従業員に対して年 5 日の年次有給休
暇を取得させる義務があります。違反した事業所には違反者一人に対して最大
30 万円の罰金が課せられます。
　従業員に年次有給休暇が付与される要件は 2つ。
　①雇い入れの日から６か月経過していること（表参照）
　②その期間の全労働日の８割以上出勤したこと。
　一般的な通常の勤務状況であればほとんどの従業員が該当します。パートや
アルバイトにも与えられます（付与日数は所定労働日数による）。
　詳しくは厚労省ホームページでご確認ください。
※年次有給休暇が付与される条件に該当する従業員に限る

一般従業員
（所定労働日数週 5 日以上）の

年次有給休暇 付与日数
雇入れの日から

起算した勤続期間
付与される
休暇の日数

６か月 10 労働日

１年６か月 11 労働日

２年６か月 12 労働日

３年６か月 14 労働日

４年６か月 16 労働日

５年６か月 18 労働日

６年６か月以上 20 労働日


